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○松阪市旧小津清左衛門家条例施行規則 

平成17年１月１日教育委員会規則第54号 

改正 

平成31年１月16日教委規則第４号 

 

松阪市旧小津清左衛門家条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、松阪市旧小津清左衛門家条例（平成17年松阪市条例第260号。以下「条例」とい

う。）第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（入館者の遵守事項） 

第２条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 展示品に触れないこと。 

(２) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

(３) 建物や備品類を損傷し、又は汚損するような行為をしないこと。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、係員が必要と認める指示に従うこと。 

（入館券等の提示） 

第３条 入館券等は、入館又は観覧等の際、その提示を求めるものとする。 

（入館料の免除） 

第４条 条例第６条の規定により入館料の免除を受けようとする者は、第３項第３号に定める場合を

除き、旧小津清左衛門家入館料免除申請書（様式第１号）を、入館しようとする日の７日前までに

条例第17条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に提出し、承認を受けな

ければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定により申請を受け入館料の免除を承認したときは、旧小津清左衛門家

入館料免除通知書（様式第１号）を交付するものとする。 

３ 入館料の免除の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 小中学校及び高等学校の校外学習の一環として児童、生徒及び引率者が入館するとき。 

(２) 松阪市（以下「市」という。）又は松阪市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の主

催事業として入館するとき。 

(３) 障害者手帳を有する者が入館するとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき。 

（向座敷の利用期間） 

第５条 旧小津清左衛門家（以下「旧小津家」という。）の向座敷の利用期間は、14日以内とする。

ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、利用期間を延長することができる。 

（利用の許可の申請等） 

第６条 条例第９条の規定により旧小津家の向座敷を利用しようとする者は、旧小津清左衛門家向座

敷利用許可申請書（様式第２号）を、指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 申請期間は、利用しようとする日の６か月前の日の属する月の初日から７日前までとする。ただ

し、申請期間の初日が休館日の場合は、その翌日からとする。 

３ 指定管理者は、旧小津家の向座敷の利用を許可したときは、旧小津清左衛門家向座敷利用許可書

（様式第２号。以下「許可書」という。）を交付するものとする。 

（利用の許可の順位） 

第７条 利用の許可は、申請順とする。ただし、公用又は公共用のために指定管理者が特に必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

（利用の取止め及び変更） 

第８条 利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が利用を取り止め、又は利用の許可の内

容を変更しようとするときは、利用しようとする日の前日までに、許可書を添えて旧小津清左衛門

家向座敷利用取止め・変更許可申請書（様式第３号）を指定管理者に提出し、許可を受けなければ

ならない。 

２ 指定管理者は、利用の取止め又は利用の許可の内容の変更を許可したときは、旧小津清左衛門家

向座敷利用取止め・変更許可通知書（様式第３号）を交付するものとする。 
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（利用料の算定） 

第９条 条例別表第２の区分欄の適用については、次に掲げるものは市民が利用する場合とする。 

(１) 条例別表第２備考に規定する市民（以下この条において単に「市民」という。）により構成

されている団体 

(２) 市民及び市民以外の者により混成されている団体にあっては、その半数以上が市民で構成さ

れているもの 

２ 指定管理者は、利用料を正しく算定するため、団体が利用許可を申請する際に旧小津清左衛門家

向座敷利用者名簿（様式第４号）を併せて提出させる等、前項に規定する内容を確認するものとす

る。 

（利用料の納付） 

第10条 利用者は、利用料を指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。 

（利用料の免除） 

第11条 条例第12条の規定により利用料の免除を受けようとする者は、旧小津清左衛門家向座敷利用

料免除申請書（様式第５号）を、利用しようとする日の７日前までに指定管理者に提出し、承認を

受けなければならない。 

２ 指定管理者は、利用料の免除を承認したときは、旧小津清左衛門家向座敷利用料免除通知書（様

式第５号）を交付するものとする。 

３ 利用料の免除の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市又は教育委員会の主催事業として利用するとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき。 

（利用料の還付） 

第12条 条例第13条ただし書の規定により利用料の還付を受けようとする者は、旧小津清左衛門家向

座敷利用料還付申請書（様式第６号）を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請について、還付を適当と認めたときは、旧小津清左衛門家向座敷利用

料還付通知書（様式第６号）を交付するものとする。 

３ 利用料の還付額は、次に掲げるところによる。 

(１) 条例第13条第１号又は第２号に該当するときは、既納の利用料の全額 

(２) 前号の規定に該当しない場合であって、第８条第２項の規定により利用の取止めの許可を受

けた場合は、既納の利用料の100分の50に相当する額 

(３) 条例第13条第３号に該当するときは、指定管理者が定めた額 

（利用等の打合せ） 

第13条 利用者は、指定管理者が必要と認めるときは、旧小津家の向座敷の利用方法その他必要事項

を指定管理者と打合せをしなければならない。 

（利用者の遵守事項） 

第14条 旧小津家の向座敷の利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守

らなければならない。 

(１) 催物に係る料金等を別に徴収しないこと。ただし、資料代等として指定管理者が認める場合

は、この限りでない。 

(２) 指定管理者が認める場合を除き、物品を販売し、又は販売を目的とする催物を行わないこと。 

(３) 室内で喫煙し、又は許可なく火気を使用しないこと。 

(４) 利用中における室内の管理に責任を負うこと。 

(５) 宗教的又は政治的活動を行わないこと。 

(６) 団体の組織及び責任者を明確にすること。 

(７) 前６号に掲げるもののほか、係員が必要と認める指示に従うこと。 

（施設等の損傷の届出） 

第15条 利用者は、旧小津家の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定

管理者に届け出なければならない。 

（旧小津家内の撮影等の申出） 

第16条 旧小津家内で撮影等の行為をしようとする者は、指定管理者に目的、使用用途、方法等を申

し出て、その指示に従わなければならない。 
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（資料の貸出し） 

第17条 旧小津家所蔵の資料の貸出しを受けようとする者は、旧小津清左衛門家資料貸出申請書（様

式第７号）を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 教育委員会は、必要と認める条件を付して、資料の貸出しを許可することができる。 

３ 教育委員会は、資料の貸出しを許可したときは、旧小津清左衛門家資料貸出許可書（様式第７号）

を交付するものとする。 

４ 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延

長することができる。 

５ 借受人は、資料の貸出しに関わる一切の費用を負担しなければならない。 

（資料の掲載） 

第18条 旧小津家所蔵の資料を出版物に掲載しようとする者は、旧小津清左衛門家資料特別利用申請

書（様式第８号）を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、必要と認める条件を付して、資料の掲載を許可することができる。 

３ 指定管理者は、資料の掲載を許可したときは、旧小津清左衛門家資料特別利用許可書（様式第８

号）を交付するものとする。 

（資料の閲覧等） 

第19条 旧小津家所蔵の資料を閲覧し、又は撮影しようとする者は、旧小津清左衛門家資料特別利用

申請書（様式第８号）を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、必要と認める条件を付して、閲覧等を許可することができる。 

３ 指定管理者は、資料の閲覧等を許可したときは、旧小津清左衛門家資料特別利用許可書（様式第

８号）を交付するものとする。 

（資料の寄贈及び寄託） 

第20条 旧小津家に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、旧小津清左衛門家資料寄贈・寄託申

請書（様式第９号）を教育委員会に提出するものとする。 

２ 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けたときは、旧小津清左衛門家資料受領書（様式第９号。

以下「受領書」という。）を交付するものとする。 

３ 寄託資料は、旧小津家所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。 

４ 旧小津家は、寄託資料が火災等やむを得ない事由により汚損し、破損し、又は滅失した場合には、

その責めを負わない。 

５ 寄託の返還は、寄託者の申出により、受領書と引換えに行うものとする。 

（補則） 

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、合併前の松阪商人の館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成８

年松阪市教育委員会規則第10号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成31年１月16日教委規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の施行の日前においても、この規則に基づく申請、許可その他の準備行為をすることが

できる。 

（経過措置） 

３ 平成31年４月１日から平成31年７月31日までの間に係る旧小津清左衛門家の向座敷の利用の申請

期間については、この規則による改正後の第６条中「利用しようとする日の６か月前の日の属する

月の初日から７日前まで」とあるのは「平成31年２月１日から利用しようとする日の７日前まで」

とする。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 

 



7/12 

様式第４号（第９条関係） 
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様式第５号（第11条関係） 
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様式第６号（第12条関係） 
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様式第７号（第17条関係） 
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様式第８号（第18条、第19条関係） 
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様式第９号（第20条関係） 

 


